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≪計画と行動方針の考え方≫ 

■環境基本計画 

加東市環境基本条例（以下 環境基本条例  ） 基本理念及 施策 基本方針 加東
市総合計画          基本理念 基  環境 保全 創造 面    施策 総合的 
計画的 推進 図    計画   策定      

■行動方針 

市民 事業者等 協働   取 組   具体的 行動 方向性 示      

◎計画の役割

計画の理念とは、普遍的な考え方で環境に対する認識、姿勢を明らかにするもので、現計画では、
２００９（平成２１）年に制定された環境基本条例に従い、第３条の規定のとおり３項目を基本理
念とします。 

主体：

環境の保全と創造は、すべての市民が健全で豊かな環境の恵みを享受するとと

もに、この環境が将来の世代へ継承されるように積極的に行われなければなら

ない。 

環境の保全と創造は、人間が自然から多くの恵みを受けていることを認識し、自

然との共生と環境への負荷の少ない持続的に発展することができる社会を構築

することを目的として、市民、事業者、市それぞれの責務に応じた役割分担のも

とに自主的かつ積極的に行われなければならない。 

地球環境の保全は、人類共通の課題であり、地域の環境と深く関わりがあるこ

とを認識して、すべての事業活動及び日常生活において積極的に推進されなけ

ればならない。 

：

目的：恵みの継承

目指すべき将来の環境像（ビジョン）と活動イメージを示します。 １ 

環境像や活動イメージを実現するため、市民・事業者・市が、ぞれぞれの役割分担のも

とに取り組むべき事項を体系的に整理するとともに、すべての主体のパートナーシップ

に基づいて連携、協働して実践する内容及び方向性を示します。

２

市の事務事業を、環境を優先する方向へ誘導します。 ３

総合的かつ計画的に環境施策を推進するための進行管理の手法を示します。４

◎計画の基本理念

加東市環境基本計画及び行動方針の概要 
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◎環境の将来像

◎環境の目標

◎計画の期間 

◎計画の実施主体 

2623 24

多彩な水辺、歴史と文化あふれる山々、酒米“山田錦”実る農地を 

受け継ぐ誇り高き“環境びと”が集うまち 加東 

～すばらしい環境を次世代に引き継ぐために～ 

１０年後(２００９ (平成２１)年度と比較)までに温室効果ガス排出量を２５％削減 

現計画は、総合計画基本構想のまちづくりの基本理念、環境基本条例の基本理念及び施策の

基本方針に基づき、環境の保全と創造の面において施策の総合的かつ計画的な推進を図ること

を目的としています。 

29

計画の期間は、２０１１(平成２３)年度から２０２０(令和２)年度までの１０年間です。 

2825 3027

計画の目標年次 

事業者は、自らの責任
と負担において事業活
動に伴って生ずる公害
を防止し、環境への負

荷の低減に積極的に努
めます。また、地域社会
の構成員であることを

自覚し、持続的発展の
可能なまちづくりの推進
に自ら努めます。さら

に、市が実施する施策
や市民が行う活動に参
画し協力します。 

市民（市民団体）は、
日常生活において、資

源及びエネルギーの節
約、廃棄物の排出の抑
制等による環境への負

荷の低減に積極的に
努めます。また、環境
の保全と創造に自ら努

めます。さらに、市が実
施する環境の保全と創
造に関する施策に自主

的かつ積極的に協力し
ます。

市は、市民や事業者との協力のもとに環境の保全と創造に関す
る基本的かつ総合的な施策を策定し実施します。また、自らその
社会経済活動に際して、環境の保全と創造に資する取組を率先
して実行します。さらに、市民や事業者の環境の保全と創造に資
する取組の支援に努めます。 

◎計画の目的

23年度 

平成

2年度 

令和 2１
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■環境基本計画基本方針 

（１）省エネルギー・省資源化の推進 

（２）新エネルギー導入の推進 

（３）地球環境に配慮した交通の推進 

（４）グリーン購入等の推進 

（１）ごみ・廃棄物の減量、循環型社会

づくりと環境汚染等の防止 

（２）緑化、まち並みづくり 

（３）自転車、徒歩によるまちづくり 

（１）田園・里山を活かすくらし 

（２）

（３）動植物等生きものの生育生息環

境、生態系とともに生きるくらし 

（４）歴史・文化環境を取り込んだくらし 

（１）

普及啓発の推進 

（２）環境学習の推進 

１ 青い空と緑の大地を豊かに保ち、

地球にやさしいまち 

（地球環境に関すること） 

２ 環境びとの生活空間を美し

く、快適に保つまち 

（生活環境に関すること） 

色鮮やかな山、澄んだ水を守り、 

生きものとともに暮らすまち

４ みんなで環境びとになるために

互いに協働できるまち 
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(注)ＬＥＤ照明…一般照明と比べて圧倒的な長寿命・省電力を実現し、環境負荷も、従来の 30％以下といわれており、熱線や紫外線などの有害光線の放出も少なく、人に優しい照明をいう 

★取組実績 

① 公共施設における環境に

配慮した資機材設置施設数 

【累計】

② 公共施設等へのＬE

Ｄ照明導入数

【単年度】

③ 公共施設における電気・ガス等のエネ
ルギー消費量の削減
（ ）内はＣＯ２換算排出量【単年度】

2011（平成 23）年度 
(基準年度) 

18 施設 前年度との比較 21 基 
基準年度との 

比較 
4,480t-CO２

基準年度との 

比較 

2012（平成 24）年度 18 施設 （→） 74 基 （↑） 
2.1％

（4,573t-CO２） （↑） 

2013（平成 25）年度 18 施設 （→） 3,746 基 （↑） 
△2.1％

（4,387t-CO２） （↓） 

2014（平成 26）年度 20 施設 （↑） 1,598 基 （↑） 
△12.8％

（3,908t-CO２） （↓） 

2015（平成 27）年度 24 施設 （↑） 665 基 （↑） 
△13.9％

（3,857t-CO２） （↓） 

2016（平成 28）年度 24 施設 （→） 1,045 基 （↑） 
△14.6％

（3,825t-CO２） （↓） 

2017（平成 29）年度 26 施設 （↑） 455 基 （↑） 
△14.1％

（3,847t-CO２） （↓） 

2018（平成 30）年度 29 施設 （↑） 348 基 （↑） 
△25.1％

（3,354t-CO２） （↓） 

2019（令和元）年度 29 施設 （→） 1,218 基 （↑） 
△29.2％

（3,173t-CO２） （↓） 

2020（令和 2）年度 29 施設 （→） 1,535 基 （↑） 
△24.6％ 

（3,377t-CO２）
（↓） 

①  公共施設における環境に配慮した資機材設置施設数

2020（令和 2） 

年度の取組状況

全施設において再生紙・環境推進トナーを利用するとともに、電子文書管理ソフ
トウェアDocuworks を活用し、各種文書や資料のペーパーレス化を図った。 

今後の方向性 
新たな公共施設でのDocuworks を配備し、ソフトウェアの利活用による更なる
ペーパーレス化を図ります。 

② ＬＥＤ照明導入数

2020（令和 2） 

年度の取組状況

2020（令和 2）年度は、公共施設や教育施設、市内の防犯灯などに(注)ＬＥＤ照
明1,535基を追加し、環境への負荷の低減に取り組みました。  
市所管の公共施設等の照明は、全体の50.8％に当たる 10,705 基がＬＥＤ照明
となりました。 

今後の方向性 
CO２排出量の削減に向けた取組として、市の公共施設の照明を、LED照明を含め
た高効率照明を導入し、LED化率の向上に努めます。 

③  電気・ガス等のエネルギー消費量の削減

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

2020（令和 2）年度は、基準年度（2011（平成 23）年度）と比較すると、
24.6％の削減率となり、基準年度より大幅にＣＯ２の排出量を削減することができ
ました。 

今後の方向性 

公共施設の更新時の省エネ、再エネ設備の導入、加東市役所地球温暖化対策実行
計画に基づく省エネ行動の推進により、市公共施設でのエネルギー消費量の更なる
削減を図るとともに、環境関連イベント等で市民・事業者の省エネに関する普及啓
発を推進します。 

加東市環境基本計画の進捗状況 

基本方針１：青い空と緑の大地を豊かに保ち、地球にやさしいまち 
～地球環境の保全と創造に関する施策～

加
東
市
マ
ス
コ
ッ
ト

「加
東
伝
の
助
」(1) 省エネルギー・省資源化の推進 (↑)   増    

(→)   変化  
(↓)   減    
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58 
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71 
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6 
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37 

2,528 

7 77 136 101 
234 

33 
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5 

t-CO2ｅ

種別

2011

(H23)

(基準年度)

2012

(H24)

2013

(H25)

2014

(H26)

2015

(H27)

2016

(H28)

2017

(H29)

2018

(H30)

2019

(R1)

2020

(R2)

【公共施設における種類別温室効果ガス排出量及び削減率】 

温室効果 

ガス種類 
種類 

Ｃ Ｏ ２ 換 算 排 出 量 

（単位： t-CO2）【単年度】
基準 

年度比 2011 
（Ｈ23） 
(基準年度)

2012 
（Ｈ24） 

2013 

（Ｈ25） 

2014 

（Ｈ26） 

2015 

（Ｈ27） 

2016 

（Ｈ28） 

2017 

（Ｈ29）

2018 

（Ｈ30）

2019 

（R1）

2020 

（R2）

二酸化炭素 

ガソリン 128 116 167 103 104 102 103 102 98 77 △25.2％ 

灯油 191 239 183 126 130 103 109 135 116 136 △24.8％ 

軽油 88 96 87 94 95 94 95 94 105 101 6.3％ 

A 重油 360 360 369 245 285 282 282 335 283 234 △17.0％ 

LPG 68 78 64 68 60 58 58 71 37 33 △43.1％ 

電気 3,638 3,676 3,509 3,266 3,177 3,180 3,195 2,610 2,528 2,791 △12.6％ 

メタン・ 
一酸化二窒素

自動車の 
走行

7 8 8 6 6 6 6 6 7 5 △16.7％ 

合 計 4,480 4,573 4,387 3,908 3,857 3,825 3,847 3,354 3,173  3,377 △12.2％ 

0

2000

4000

6000

8000

受診前 受診後

・診断受診前：7,339 ㎏／CO2／世帯 
・診断受診後：5,851 ㎏／CO2／世帯 

事前アンケート・診断日程の調整・診断・事後調
査を、ひょうご環境創造協会と連携して取組み、
CO2削減効果は、右記のとおりです。 
加東市内では、約 1,490 ㎏/CO2/世帯となり、
杉の木約 106 本分の吸収量に相当することになり
ます。 

【うちエコ診断実施前と実施後の CO２削減効果】  

【公共施設における種類別温室効果ガス排出量】 

ＣＯ２削減効果 

7,339 
5,851 
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★取組実績 

①（注）新エネルギーの導入数

※公共施設等の設置件数 

【累計】

② エコハウス設備設置数 
※補助金交付件数 
※2015（H27）年度までは住宅用太陽
光発電設備設置補助金申請件数 

【累計】

2011（平成 23）年度 2 施設 前年度との比較 86 件 前年度との比較 

2012（平成 24）年度 4 施設 （↑） 228 件 （↑） 

2013（平成 25）年度 5 施設 （↑） 295 件 （↑） 

2014（平成 26）年度 23 施設 （↑） 387 件 （↑） 

2015（平成 27）年度 23 施設 （→） 475 件 （↑） 

2016（平成 28）年度 24 施設 （↑） 528 件 （↑） 

2017（平成 29）年度 24 施設 （→） 586 件 （↑） 

2018（平成 30）年度 24 施設 （→） 638 件 （↑） 

2019（令和元）年度 23 施設 （↓） 688 件 （↑） 

2020（令和 2）年度 23 施設 （→） 739 件 （↑） 

①  新エネルギーの導入数

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

太陽光発電システムを導入し、新エネルギーの導入
を推進しています。 
2020（令和2）年度末における公共施設の屋根や
公有地などの公有財産における太陽光発電システム
の導入施設数は、23施設、年間最大出力約1,600ｋ
Ｗとなりました。 

今後の方向性 
公共施設更新、新設の際に、太陽光発電システムをはじめとした新エネルギーの
導入を検討していきます。 

②  エコハウス設備設置数

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

市内家庭からのCO2排出抑制のため、住宅への省エネ、創エネ、蓄エネ設備の設
置補助を行ってきました。2020（令和 2）年度の設置件数は 51 件で、設置設備
の内訳は、ガラス交換２件、エコキュート45件、エコフィール1件、エネファー
ム 1 件、蓄電池１件、HEMS 機器 1 件でした。補助申請には「うちエコ診断」の
受診を必須要件としており、診断士からのアドバイスが更なる排出削減につながっ
ています。 

今後の方向性 
広報やホームページ、事業者への情報提供等で周知し、市内のエコハウス増加を
推進していきます。 

(注)新エネルギー…風力、太陽光、地熱（バイナリー発電に限る）、中水力（1000kW 以下）、バイオマスなど自然環境から得られ、再生可能なエネルギーのうち、 

その普及のために支援を必要なものをいう 

(2) 新エネルギー導入の推進 

(↑)   増    
(→)   変化  
(↓)   減    
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★取組実績 

① 電気自動車（ﾊｲﾌﾞ
ﾘｯﾄﾞ車含む）の導入・ 
転換台数※公用車 

【累計】

② エコドライブ教室参
加者数

【単年度】

③ (注)燃料の削減率 ※公共施設 

（ ）内はＣＯ２換算排出量【単年度】

ガソリン 軽油 

2011（平成 23）年度 
(基準年度) 

4 台 前年度との比較 15 人 
基準年度との 

比較 
128ｔ-CO2

基準年度と
の比較 88ｔ-CO2

基準年度と
の比較 

2012（平成 24）年度 4 台 （→） 13 人 （↓） 
△9.4% 
（116） 

（↑） 
9.1% 
（96） 

（↓） 

2013（平成 25）年度 8 台 （↑） 19 人 （↑） 
30.5% 

（167） 
（↓） 

△1.1% 
（87） 

（↑） 

2014（平成 26）年度 8 台 （→） 19 人 （↑） 
△19.5% 
（103） 

（↑） 
6.8% 
（94） 

（↓） 

2015（平成 27）年度 9 台 （↑） 15 人 （→） 
△18.8% 
（104） 

（↑） 
8.0% 
（95） 

（↓） 

2016（平成 28）年度 10 台 （↑） 100 人 （↑） 
△20.3% 
（102） 

（↑） 
6.8% 
（94） 

（↓） 

2017（平成 29）年度 11 台 （↑） 0 人 （↓） 
△19.5% 
（103） 

（↑） 
8.0% 
（95） 

（↓） 

2018（平成 30）年度 11 台 （→） 0 人 （↓） 
△20.3% 
（102） 

（↑） 
6.8% 
（94） 

（↓） 

2019（令和元）年度 15 台 （↑） 0 人 （↓） 
△23.4% 
（98） 

（↑） 
19.3% 

（105） 
（↓） 

2020（令和 2）年度 16 台 （↑） 0 人 （↓） 
△39.8% 
（77） 

（↑） 
14.8% 

（101） 
（↓） 

①  電気自動車(ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車含む)の導入・転換台数

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

2020（令和2）年度は、公用車9台を更新し、内1台はハイブリッド車、７台

は低排出ガス車・低燃費車でした。併せて車両の小型化にも努め、業務に伴うCO2

排出量の削減に努めました。 

今後の方向性 
加東市公用車更新計画に基づき、ハイブリッド車等への更新を進めながら、電気
自動車の導入、運用環境整備を検討していきます。 

②  エコドライブ教室参加者数

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

エコドライブに特化したイベント等は実施していませんが、クールチョイスイベ

ントで電気自動車を展示するなどエコドライブへの意識高揚や低公害車への転換・

導入の情報を提供しました。 

今後の方向性 

うちエコ診断実施世帯のCO2排出量の41％が自家用車であることからも、イベ
ント、広報物等で、エコドライブの実施や電気自動車等の低公害車への買い替えに
ついて更なる普及啓発を行い、自家用車からのCO2排出削減を図ります。 

(3) 地球環境に配慮した交通の推進 
(↑)        ･増    
(→)   同 ･変化  
(↓)         ･減    

（注）燃料の削減率・・・2011（平成２３）年度を基準とした数値をいう 
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③  燃料の削減率

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

公用車の燃料使用量は、ガソリンが 33 と 2011（平成２３）年度(基準年度)
より22 減少し、軽油は39 で5 増加しました。ガソリン使用量の減少は、
公用車のエコカーへの更新が、軽油使用量の増加は、市のごみ収集範囲の増加が主
な原因です。

今後の方向性 
公用車のエコカーへの更新を進めるとともに、公用車のエコドライブを徹底し、
燃料使用量の削減を進めます。 

暖房

12% 冷房

5%

冷蔵庫

6%
照明

4%

テレビ

2%
給湯節水

11%

調理食洗

7%

洗濯乾燥

1%

自家用車

41%

その他

11%

①(注)グリーン購入の実施 

 ※公共施設【単年度】

2011（平成 23）年度
(基準年度) 13 施設 

基準年度との 
比較 

2012（平成 24）年度 15 施設 （↑） 

2013（平成 25）年度 15 施設 （↑） 

2014（平成 26）年度 16 施設 （↑） 

2015（平成 27）年度 24 施設 （↑） 

2016（平成 28）年度 24 施設 （↑） 

2017（平成 29）年度 28 施設 （↑） 

2018（平成 30）年度 31 施設 （↑） 

2019（令和元）年度 30 施設 （↑） 

2020（令和 2）年度 30 施設 （↑） 

(4) グリーン購入等の推進 

（注）グリーン購入・・・ 
製品やサービスを購入
する際に、環境を考慮し
て、必要性をよく考え、環
境への負荷ができるだけ
少ないものを選んで購入
すること 

資料：公益財団法人ひょうご環境創造協会（2020年度兵庫県うちエコ診断事業データの分析による） 

世帯当たり CO2排出量 
7,339㎏/CO2/世帯 
うちエコ診断受診前 

世帯当たり CO2排出量 
5,377㎏/CO2/世帯
うちエコ診断受診前 

【加東市】

暖房

13% 冷房

7%

冷蔵庫

6%
照明

5%

テレビ

2%給湯節水

14%
調理食洗

7%
洗濯乾燥

1%

自家用車

39%

その他

6%

世帯当たり CO2  排出量
5,271㎏/CO2/世帯
うちエコ診断受診前

【一世帯当たり分野別ＣＯ２排出量の加東市と兵庫県の比較】 

(↑)   
(→)     同 
(↓)   

【兵庫県】
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★取組実績（年度計）

① 

ごみ総排出量 

資源化ごみ量 

(注)リサイクル率 

【単年度】

② (注)ごみの減量化率 

【単年度】

③ 公害苦情処理件数 

【単年度】

2011（平成 23）年度 
(基準年度) 

10,939 ｔ 

2,035 ｔ 

18.6 ％ 

基準年度との 

比較 
基準年度

基準年度との 

比較 
41 件 

基準年度との 

比較 

2012（平成 24）年度

10,704 ｔ 

1,782 ｔ 

16.6 ％ 

（↑） 

（↓） 

（↓） 

△2.1 ％ （↑） 68 件 （↓） 

2013（平成 25）年度

10,655 ｔ 

1,731 ｔ 

16.2 ％ 

（↑） 

（↓） 

（↓） 

△2.6 ％ （↑） 82 件 （↓） 

2014（平成 26）年度

10,562 ｔ 

1,623 ｔ 

15.4 ％ 

（↑） 

（↓） 

（↓） 

△3.4 ％ （↑） 86 件 （↓） 

2015（平成 27）年度

10,589 ｔ 

1,569 ｔ 

14.8 ％ 

（↑） 

（↓） 

（↓） 

△3.2 ％ （↑） 97 件 （↓） 

2016（平成 28）年度

10.634 ｔ 

1,490 ｔ 

14.0 ％ 

（↑） 

（↓） 

（↓） 

△2.8 ％ （↑） 94 件 （↓） 

2017（平成 29）年度

11,027 ｔ 

1,442 ｔ 

13.1 ％ 

（↓） 

（↓） 

（↓） 

0.8 ％ （↓） 68 件 （↓） 

2018（平成 30）年度 

10,759ｔ 

1,449ｔ 

13.5 ％ 

（↑） 

（↓） 

（↓） 

△1.6 ％ （↑） 96 件 （↓） 

2019（令和元）年度 

10,996ｔ 

1,429ｔ 

13.0 ％ 

（↓） 

（↓） 

（↓） 

0.5 ％ （↓） 87 件 （↓） 

2020（令和 2）年度 

10,574ｔ 

1,203ｔ 

11.4 ％ 

(↑) 

（↓） 

（↓） 

△3.3 ％ （↑） 85 件 （↓） 

① グリーン購入の実施

2020（令和 2） 

年度の取組状況

市役所や小・中学校など、ほとんどの公共施設では、コピー用紙だけでなく事務

用品を積極的にグリーン購入しており、緑豊かな環境や森林資源の保護を推進して

います。 

また、プリンタートナーについても、環境推進トナーを活用し、資源の有効利用、

再資源・再利用に向けて取り組みました。 

今後の方向性 
製品等を購入の際に、環境を意識し、環境への負荷をできるだけ少ないものを選

び購入します。そうすることにより、事業者の環境意識を高めることに繋がります。 

(1) ごみ・廃棄物の減量、循環型社会づくりと環境汚染等の防止 

(注)リサイクル率・・・加東市全体のごみの総排出量のうち、資源化されたごみの割合をいう 
(注)ごみの減量化率・・・2011（平成２３）年度のごみの総排出量 10,939ｔを基準に減量された割合をいう 

基本方針２：環境びとの生活空間を美しく、快適に保つまち 
～生活環境の保全と創造に関する施策～ 

加
東
市
マ
ス
コ
ッ
ト

「加
東
伝
の
助
」

(↑)        ･増      (→)   同 ･変化    (↓)         ･減    
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※2020（令和 2）年度の数値が確定していないため、2011（平成 23）年度から 2019（令和元）年度までの 9年連続ということ

② ごみの減量化率

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

ごみの減量化の一環として、分別回収やリサイクルの徹底、ごみ袋の有料化など

に取り組んでいます。ごみ総排出量は2011（平成23）年度と比較して3.3％減

となっていますが、市民一人一日当たりのごみ排出量では、家庭ごみの排出量が、

2011（平成23）年度から※９年連続県下で一番少ないまちとなっており、市民一

人ひとりが高い意識を持ってごみ減量に取り組んだ成果となっています。 

今後の方向性 

事業系ごみの減量に関する啓発活動及び情報発信を強化することにより、事業系

ごみを減らし、家庭・事業系ごみの排出量が一番少ないまちを目指します。さらに、

不法投棄監視パトロールの実施、地域や警察との連携を強化し、地域住民による見

守り体制を構築し、不法投棄の未然防止に努めます。 

① リサイクル率

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

2020（令和２）年度の資源ごみ集団回収の実施団体数と回数は、20団体によ

り32回実施され、店頭回収量と合わせると、回収量は490ｔ、資源化量は713

ｔであり、総資源化量は1,203ｔ(速報値)でした。2020（令和2）年度の総資源

化量及びリサイクル率は、集団回収量の減少に伴って年々減少しています。 

要因としては、新型コロナウイルス感染症の影響で資源ごみ集団回収が実施でき

ないことが主な原因と考えられますが、他にも電子媒体の普及により雑誌等の紙媒

体を購入する人が減ったことやリサイクル業者が設置している無料回収ボックスの

利用が増えていることが考えられます。なお、集団回収実施団体には、奨励金とし

て年3回以内は4円／㎏、年4回以上は5円／㎏と固定額3,000円/回を交付し

ています。 

また、家庭から排出されるごみの分別収集を一層理解していただくため、全地区

を対象に、ごみ減量・リサイクル懇談会を実施しました。令和2年度は新型コロナ

ウイルス感染症防止対策のため実施方法を見直し、集会型が6地区、資料配布型が

88地区、番組視聴型が7地区、ＤＶＤ放映型が5地区の実施があり、ごみの減量

化と再資源化の意識啓発に取り組みました。 

今後の方向性 

資源ごみ集団回収を奨励することでリサイクルへの関心度を高め、ごみ減量リサ
イクル懇談会を継続することにより、市民のごみの分別に対する意識向上、ごみ出
しのモラルを醸成します。また、資源ごみ集団回収の利用促進のため、新規実施団
体の開拓に取り組みます。 

2020（令和 2）年度の数値が確定していなしため、2011（平成 23）年度から 2019（令和元）年度までの 9年連続ということ 
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【総資源化量とリサイクル率の推移】
総資源化量 （t）

リサイクル率 （％）
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※2020（R2）は暫定値です。 
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【ごみの排出量（集団回収量を含む）】

※2020（R2）は暫定値です。 

※2020（R2）は暫定値です。 
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④  公害苦情処理件数

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

公害に関する苦情件数は、不法投棄４3件、土地管理13件、動物1件、騒音7件、

野焼き5件、悪臭11件、その他5件で、総数85件の苦情がありました。 

また、クリーンキャンペーンにおいて、57 件の不法投棄が発見されており、投

棄物は地区（自治会）や警察の立会いのもと、土地の所有者・管理者が撤去・処分

しているのが現状です。 

県の環境部局では、不法投棄を許さない地域づくりを推進するため、不法投棄防

止地区を指定し、その地区における住民の主体的な活動の中心的な役割を担う不法

投棄防止活動推進員を委嘱、必要な機材の提供など、住民による不法投棄防止活動

を支援しています。市としても、県の環境部局と連携して、指定地区の拡大と推進

員の拡充を図っており、2020（令和2）年度は新たに1地区が申し込み、不法投

棄防止地区は89地区となりました。 

今後の方向性 
不法投棄を許さないまちづくりに向けて、県の環境部局と連携し、地区との連携

体制もより強化する必要があります。 

不法投棄

51%

土地管理

15%
動物

1%

騒音

8%

悪臭

13%

野焼き

6%

その他

6%
【公害苦情発生割合】
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【公害苦情発生受付件数（前年度比）】 2019（R1）

2020（R2）

（年度）

件 
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（注）加東エコ隊・・・環境基本計画づくりに携わった加東市環境市民会議委員の有志の方々が集まり、加東市を環境にやさしいまちにしようと平成２３年４月
に結成された環境活動団体をいう 

★取組実績 

① 都市公園の整備 

【累計】

② グリーンカーテン 
フォトコンテスト出展数 

【単年度】

③ 花苗配布数 

【単年度】

2011（平成 23）年度 
(基準年度) 

43 か所 前年度との比較 ― 前年度との比較 43,208 本 
基準年度との 

比較 

2012（平成 24）年度 44 か所 （↑） 30 枚 （↑） 44,236 本 （↑） 

2013（平成 25）年度 44 か所 （→） ― （↓） 45,277 本 （↑） 

2014（平成 26）年度 50 か所 （↑） 37 枚 （↑） 45,519 本 （↑） 

2015（平成 27）年度 49 か所 （↓） 25 枚 （↓） 45,110 本 （↑） 

2016（平成 28）年度 49 か所 （→） 37 枚 （↑） 38,000 本 （↓） 

2017（平成 29）年度 49 か所 （→） 59 枚 （↑） 37,800 本 （↓） 

2018（平成 30）年度 49 か所 （→） 67 枚 （↑） 37,800 本 （↓） 

2019（令和元）年度 49 か所 （→） 54 枚 （↓） 37,800 本 （↓） 

2020（令和 2）年度 49 か所 （→） 52 枚 （↓） 18,500 本 （↓） 

(2) 緑化、まち並みづくり 
(↑)        ･増    
(→)   同 ･変化  
(↓)         ･減    

② グリーンカーテンの設置等

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

 (注)加東エコ隊は、学校等へ出向いてゴーヤの種まきや植え方、育て方の指導に取

り組みました。また、今年度は希望する小学生を対象にゴーヤ苗の配布を行い、普

及啓発活動に取り組みました。その結果152株のゴーヤ苗を配布しました。同隊

が実施するグリーンカーテンフォトコンテストには52枚の応募があり、グリーン

カーテンの普及と市民の環境意識の高揚に繋がりました。また、市の公共施設にお

いては、14か所にグリーンカーテンを設置しています。 

今後の方向性 
広報やホームページ等を積極的に活用し、グリーンカーテンについての情報発信

をすることで、緑化推進に努めます。 

③ 花苗配布数

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

市と地域の協働により、花と緑あふれるまち並みづくりのために「加東市花いっ

ぱい運動」事業を展開し、地区や自治会、公共施設等に18,500本のパンジーの花

苗を配布しました。 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、春期分は中止 

今後の方向性 
関係部署や関係団体と連携を図りながら、「花いっぱい運動」事業での花苗の配布

などの緑化推進を積極的に取り組み、快適な地域環境の創造を進めます。 

①  都市公園の整備

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

2020（令和2）年度末の都市公園数は49か所、面積は36.31haで、市民一

人当たりの都市公園面積は、約10.57㎡となっています。 

今後の方向性 
市民の皆さんが安心して利用できるよう、市民、地域、市の協働により、現存の

都市公園の適切な維持管理を図っていきます。 
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①  自転車歩行者道の整備延長

2020（令和 2） 

年度の取組状況

自動車への依存度が高い加東市において、歩行者、自転車利用者の安全を確保す

るため、自転車歩行者道の整備を進めています。2020（令和2）年度は、自転車

歩行者道整備のための用地取得業務および自転車が通行しやすい路肩整備に取り組

みました。 

今後の方向性 

地域の協力を得ながら、安心な通学路の確保などの交通安全対策を推進していく

必要があります。それぞれの地域で必要とされる生活交通を、地域の意見を反映し

ながら構築していきます。 

② 自動車騒音常時監視結果基準値達成率

2020（令和２） 

年度の取組状況 

騒音規制法第18条第１項の規定に基づき、加東市内における主要幹線道路を対

象に自動車騒音状況の常時監視を実施しています。また、環境省水・大気環境局自

動車環境対策課が配布する面的評価支援システムを用いて対象路線の評価を実施し

ています。2020（令和２）年度は、県道75号小野藍本線（1か所）、県道144

号西脇口吉川神戸線、（1か所）、県道349号市場多井田線（1か所）、県道371

号高岡北条線（１か所）について調査し、評価対象住宅323戸があるうち、全て

の評価対象住宅で昼夜とも環境基準を達している結果となりました。

今後の方向性 

今後も、関係法令に基づき、加東市内における主要幹線道路を対象に自動車騒音

状況の常時監視を実施するとともに、面的評価支援システムを用いて対象路線の評

価を行い、自動車騒音の状況及び対策の効果等を把握していきます。 

(3) 自転車、徒歩によるまちづくり (↑)        ･増    
(→)   同 ･変化  
(↓)         ･減    

★取組実績

① 自転車歩行者道の整備延長

【加東市道の累計】

② 自動車騒音常時監視結果基

準値達成率(平均) 

2011（平成 23）年度 
(基準年度)

15,732ｍ 前年度との比較 － 前年度との比較 

2012（平成 24）年度 16,957ｍ （↑） 99.6％ （－） 

2013（平成 25）年度 16,760ｍ （↓） 97.8％ （↓） 

2014（平成 26）年度 16,760ｍ （→） 99.0％ （↑） 

2015（平成 27）年度 16,760ｍ （→） 98.1％ （↓） 

2016（平成 28）年度 16,760ｍ （→） 99.0％ （↑） 

2017（平成 29）年度 16,834ｍ （↑） 99.6％ （↑） 

2018（平成 30）年度 16,834ｍ （→） 94.1％ （↓） 

2019（令和元）年度 16,834ｍ （→） 98.9％ （↑） 

2020（令和２）年度 16,834ｍ （→） 100.0% （↑） 
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【自動車騒音常時監視結果報告】（２０２０（令和２）年度） 

評価対象 

住居等個数 

昼間・夜間とも

基準値以下 

昼間のみ 

基準値以下 

夜間のみ 

基準値以下 

昼間・夜間とも 

基準値超過 

戸数 ％ 戸数 ％ 戸数 ％ 戸数 ％ 

県道 75 号 

小野藍本線 
211 211 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

県道 144 号 

西脇口吉川神戸線 
63 63 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

県道 349 号 

市場多井田線 
38 38 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

県道 371 号 

高岡北条線 
11 11 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

33 36 32 32
26 24

17 19 21
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13
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（R1）
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(R2)

件

年度

【対車両事故件数（加東市）】
※集計は1月～12月

人

自転車

33

46 

59 

52 

43 
36 34 

26
31 

26

参考：兵庫県警察 交通事故統計(ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ) 

（基準年度）
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★取組実績

①（注）耕作放棄地の面積

【単年度】

② 環境に配慮した農業 
（注）環境保全型農業直接支援事業・支援取組面積 
（※交付対象外面積を含む）【単年度】

2011（平成 23）年度 
(基準年度) 

11.5 ha 
基準年度との 

比較 
182 a 

基準年度との 

比較 

2012（平成 24）年度 8.3 ha （↑） 1,121 a （↑） 

2013（平成 25）年度 6.9 ha （↑） 1,252 a （↑） 

2014（平成 26）年度 10.1 ha （↑） 1,395 a （↑） 

2015（平成 27）年度 14.3 ha （↓） 3,470 a （↑） 

2016（平成 28）年度 9.9 ha （↑） 4,166 a （↑） 

2017（平成 29）年度 11.1 ha （↑） 3,025 a （↑） 

2018（平成 30）年度 15.6 ha （↓） 2,792 a （↑） 

2019（令和元）年度 10.2 ha （↑） 4,412 a （↑） 

2020（令和 2）年度 8.8 ha （↑） 6,317 a (↑) 

①  耕作放棄地の面積

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

市内の耕作放棄地面積は、8.8ha（社地域6.5ha、滝野地域1.5ha、東条地域

0.8ha）となりました。前年度比で1.4ha減少していますが、これは主に、文書指

導等により耕作放棄地が解消されたことや農地としての復旧が困難な箇所を非農地

判定したことによるものです。 

今後の方向性 

農業従事者の高齢化や後継者不足などが原因で、今後、耕作放棄地が増加してい

くことが予想され、その発生防止と解消は全国的な問題です。耕作放棄地は、病虫

害・鳥獣被害の発生、ごみの不法投棄の増加など、地域の農業や生活環境に悪影響

を及ぼすため、農業委員及び農地利用最適化推進委員が地域の農会や担い手と協力

し、地域や農家、農地の状況に応じたきめ細やかな対応を検討し、農地利用の最適

化を推進して耕作放棄地の解消を目指します。 

② 環境に配慮した農業（環境保全型農業直接支払交付金・取組面積）

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

農業分野においても、地球温暖化対策や生物多様性保全に積極的に貢献していく

ことが重要となっています。加東市でも農林水産省の「環境保全型農業直接支払交

付金」の制度を活用し、環境保全効果の高い営農活動に取り組む農業者に対する支

援を進めており、化学肥料、化学合成農薬の５割低減の取組と合わせてカバークロ

ップと呼ばれるレンゲなどの緑肥、堆肥の施用、有機栽培などの取組を支援しまし

た。2020（令和2）年度の取組面積は、前年度比で1,905a増加し、全体で6,317a

となりました。 

また、環境保全に効果の高い営農活動に取り組んで生産された農作物

の一部は、兵庫県の「(注)ひょうご安心ブランド」の認証を受け、道の駅

とうじょう等でも販売されています。 

今後の方向性 

地域の特産品である「山田錦」や「もち麦」のブランド力の向上をはじめ、特色

ある農作物の生産及び自然環境に配慮した取組に対する支援など、生産者の生産意

欲の向上と、安全でおいしい農作物の消費拡大を進めます。

（注）耕作放棄地…以前耕作地であったもので、過去１年以上作物を栽培せず、しかもこの数年の間に再び耕作する予定のない土地のことをいう 

（注）環境保全型農業直接支援事業…環境保全効果が高い農業生産活動を行っている農業者団体等に交付金を一部支援することをいう 

(注)ひょうご安心ブランド…化学肥料・農薬の使用を 5割以上減らし、残留薬品・抗生薬品を国の基準の 1/10 以下とするなど安全性が高く、出荷記録による管理

を徹底した安心感のある食品を兵庫県がブランドとして認証したものをいう

(1) 田園・里山を活かすくらし 

基本方針３：

～自然環境の保全と創造に関する施策～ 

(↑)   
(→)   同 
(↓)   

加
東
市
マ
ス
コ
ッ
ト

「加
東
伝
の
助
」
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① ビオトープ 

整備箇所数 
※公共施設 

【累計】

② アクア東条 

来場者数 

【単年度】

③ ※公共水域等水質検査(平均値)
【単年度】

河川

BOD
大腸菌群数 
T-P 
T-N

ため池
COD 
T-P 
T-N 

2011（平成 23）年度 
(基準年度) 

４か所 
前年度との

比較 13,374 人 
基準年度と

の 
比較 

2.0 mg/
14,600 MPN/100m 

0.13 mg/ 
0.66 mg/ 

（↑）
（↓）
（↓）
（↑）

9.0 mg/ 
0.088 mg/ 
0.66 mg/ 

（↓）
（↑）
（↑）

2012（平成 24）年度 ４か所 （→） 13,556 人 （↑） 

1.2 mg/
14,400 MPN/100m 

0.11 mg/ 
0.66 mg/ 

（↑）
（↓）
（↓）
（↑）

8.3 mg/ 
0.068 mg/ 
0.63 mg/ 

(↓) 
(↑) 
(↑) 

2013（平成 25）年度 ４か所 （→） 12,376 人 （↓） 

1.1 mg/ 
32,360 MPN/100m 

0.07 mg/ 
0.60 mg/ 

（↑）
（↓）
（↑）
（↑）

7.0 mg/ 
0.048 mg/ 
0.61 mg/ 

(↑) 
(↑) 
(↑) 

2014（平成 26）年度 ４か所 （→） 11,378 人 （↓） 

0.9 mg/
15,838 MPN/100m 

0.13 mg/ 
0.65 mg/ 

（↑）
（↓）
（↓）
（↑）

9.0 mg/ 
0.10 mg/ 
0.68 mg/ 

(↓) 
(→) 
(↑) 

2015（平成 27）年度 ４か所 （→） 14,913 人 （↑） 

1.1 mg/ 
14,504 MPN/100m 

0.10 mg/ 
0.51 mg/ 

（↑）
（↓）
（→）
（↑）

7.6 mg/ 
0.070 mg/ 
0.62 mg/ 

(↑) 
(↑) 
(↑) 

2016（平成 28）年度 ４か所 （→） 15,145 人 （↓） 

1.0 mg/
41,903 MPN/100m 

0.14 mg/ 
0.63 mg/ 

（↑）
（↓）
（↓）
（↑）

7.6 mg/ 
0.090 mg/ 
0.63 mg/ 

(↑) 
(↑) 
(↑) 

2017（平成 29）年度 ４か所 （→） 15,221 人 （↑） 

1.3 mg/
739 MPN/100m 
0.13 mg/ 
0.63 mg/ 

（↑）
（↑）
（↓）
（↑）

7.2 mg/ 
0.080 mg/ 
0.63 mg/ 

(↑) 
(↑) 
(↑) 

2018（平成 30）年度 ４か所 （→） 16,914 人 （↑） 

1.4 mg/
8,089 MPN/100m 
0.12 mg/ 
0.65 mg/ 

（↑）
（↓）
（↓）
（↑）

8.3 mg/ 
0.080 mg/ 
0.72 mg/ 

(↓) 
(↑) 
(↑) 

2019（令和元）年度 ４か所 （→） 15,934 人 （↑） 

1.2 mg/
2,003 MPN/100m 
0.11 mg/ 
0.63 mg/ 

（↑）
（↑）
（↓）
（↑）

6.7 mg/ 
0.060 mg/ 
0.56 mg/ 

(↑) 
(↑) 
(↑) 

2020（令和 2）年度 ４か所 （→） 10,518 人 （↓） 

1.2 mg/ 
5,616 MPN/100m 
0.06 mg/ 
0.65 mg/ 

（↑）
（↓）
（↑）
(↑) 

7.4 mg/ 
0.070 mg/ 
0.63 mg/ 

(↑) 
(↑) 
(↑) 

(2) 河川・水路・ため池等と関わるくらし 

＜用語解説＞  
BOD（生物化学的酸素要求量）＜環境基準 ３㎎/ 以下＞ 

河川    有機物   水質汚濁 指標      一般 BOD  数値 大  場合 微生物 酸素 多 消費  有機物 
分解    状態 水中 存在  有機物 量 多    意味 有機物   水質汚濁 程度 大       
一方 清流   場合 水中 有機物 量 少    BOD  値 小    

大腸菌群数＜環境基準 5000MPN/100m 以下＞ 
主   人 哺乳類 排泄物 指標   用      水中  検出      水 人 哺乳類 排泄物 汚染     
可能性 意味 赤痢菌   他 病原菌   汚染 疑   

COD（化学的酸素要求量）＜環境基準 8 ㎎/ 以下＞ 
海域及 湖沼    有機物   水質汚濁 指標      工場排水 指標    用      COD  数値 大  
場合 水中 存在  有機物 量 多    意味 有機物   水質汚濁 程度 大       

T-P（全  ）＜環境基準 0.1 ㎎/ 以下＞ 
天然水中   化合物 含有量 増加   富栄養化 促進  一因   家庭生活排水 農業排水    含   

T-N（全窒素）＜環境基準 1.0 ㎎/ 以下＞ 
天然水中 窒素化合物 含有量 農作物 対  大  影響力    窒素過多        悪影響 与  動物 排出物 
腐敗物 土壌   排水 含   

※公共水域等水質検査については、環境基準値との比較を表記

(↑)        ･増    
(→)   同 ･変化  
(↓)         ･減    
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①  ビオトープ整備箇所数

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

ビオトープとは、ＢＩＯ（生物）とＴＯＰE（場所）の合成語で、野生の生き物

が生まれ育つ地域の生態系・生物生息空間のことをいいます。 

これまで、市内の小学校内に３か所、市内の水路に１か所、計４か所に整備され

ました。 

2020（令和2）年度に新たなビオトープの整備はありません。 

今後の方向性 

現存のビオトープの維持管理をしながら、学校での環境学習に活用していきます。 

ビオトープ未整備の小学校については、近隣の河川や水路、公園などの身近な自

然を活用しながら環境学習を行います。 

② アクア東条来場者数

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

地場産業品の釣り針の紹介や内水面利用マナー向上の指導、環境保全知識の普及

などに取り組んでおり、2020（令和2）年度は10,518人が、魚の生態などにつ

いて学びました。 

今後の方向性 

淡水魚等の飼育・展示を通じて、生態に関する知識や内水面利用マナー向上と地

場産業の釣針等の紹介を行うなど、幅広い世代への学習の場として活用していきま

す。また、来場者以外への意識啓発、情報発信の強化についても検討していきます。 

③ 公共水域等水質検査

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

河川、ため池ともに全体的にひどい汚れや異臭などは見られず、概ね安定した状

況です。夏季に一部のため池でやや水質悪化する池がありましたが、自然要因（植

物性プランクトン）による一過性の現象と考えらます。夏季に基準を上回った地点

も冬季には改善しており、生活圏の水環境としては、年間として概ね安定した状況

と判断できました。 

今後の方向性 

加東市は、河川においては加古川を中心に、その支流である東条川、出水川、千

鳥川、吉馬川、油谷川などが流れており、多数のため池は、農業用水としての利用

のほか、動植物の生育生息の場です。 

これらの水質汚濁状況を把握し、有害物質による水質の汚染を未然に防止するた

め、今後も引き続き、河川やため池等に係る水質検査を行います。 
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① 防護柵施工延長 

【単年度】 

② 有害鳥獣・特定外来生物の捕獲 

【単年度】

有害鳥獣 特定外来生物 

2011（平成 23）年度 
(基準年度) 

12,319 ｍ 基準年度との比較 78 頭 
基準年度との

比較 
151 頭 

基準年度との
比較 

2012（平成 24）年度 11,007 ｍ （↓） 64 頭 （↑） 214 頭 （↓） 

2013（平成 25）年度 1,573 ｍ （↓） 47 頭 （↑） 198 頭 （↓） 

2014（平成 26）年度 3,534 ｍ （↓） 43 頭 （↑） 319 頭 （↓） 

2015（平成 27）年度 4,056 ｍ （↓） 38 頭 （↑） 237 頭 （↓） 

2016（平成 28）年度 7,135 ｍ （↓） 66頭 （↑） 349頭 （↓） 

2017（平成 29）年度 23,017 ｍ （↑） 54頭 （↑） 230頭 （↓） 

2018（平成 30）年度 29,515 ｍ （↑） 49頭 （↑） 298頭 （↓） 

2019（令和元）年度 11,461 ｍ （↓） 36頭 （↑） 310頭 （↓） 

2020（令和 2）年度 8,186 ｍ （↓） 54頭 （↑） 405頭 （↓） 

(3) 動植物等生きものの生育生息環境、生態系とともに生きるくらし 

(↑)     (→)   同   (↓)   

①  防護柵施工延長

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

加東市内で有害鳥獣・特定外来生物による農作物等の被害が増加傾向にある中、

地域ぐるみで取り組む被害防止対策として、2011（平成２３）年度から、国や市

の補助を活用し、2020（令和2）年度までで、３6地区で防護柵を設置し、その

施工延長は111,803ｍとなりました。 

※「基準年度との比較」は、捕獲頭数等を比較した結果を記号で表記しています。事業の成果を示す

ものではありません。 

今後の方向性 
引き続き防護柵の設置支援を行い、地域と市、猟友会が連携した鳥獣被害防止対

策を推進します。 

② 有害鳥獣・特定外来生物の捕獲

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

有害鳥獣や特定外来生物の侵入による農作物被害の対策のため、市職員による鳥
獣被害対策実施隊を設置しています。2020（令和2）年度に捕獲した対象生物は、
イノシシ４９頭、シカ5頭、アライグマ365頭、ヌートリア40頭、合計459頭
となりました。 
昨年度から導入を開始した「長距離無線式捕獲パトロールシステム」を、今年度
は東条地域に導入し、遠隔で捕獲機の作動状況が確認できる範囲が広がりました。 

今後の方向性 

有害鳥獣による農作物被害を防止するには、市民、地域が一体となって地域ぐる
みで取り組むことが重要です。そのため、鳥獣被害対策についての講習会や防護柵
の設置支援、捕獲活動を行いつつ、地域と市、猟友会が連携した鳥獣被害防止対策
を推進します。また、「長距離無線式捕獲パトロールシステム」の導入エリアの拡大
を図ります。 

★取組実績
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★取組実績

① 来館者の拡大 

※歴史民俗資料館の来館者 

【単年度】

② 歴史・文化・自然に関

する情報発信回数 

【単年度】

2011（平成 23）年度 
(基準年度) 

901 人 
基準年度との 

比較 
－ 前年度との比較

2012（平成 24）年度 1,125 人 （↑） － （－） 

2013（平成 25）年度 890 人 （↓） 36 回 （↑） 

2014（平成 26）年度 418 人 （↓） 37 回 （↑） 

2015（平成 27）年度 601 人 （↓） 40 回 （↑） 

2016（平成 28）年度 786 人 （↓） 44回 （↑） 

2017（平成 29）年度 582 人 （↓） 53回 （↑） 

2018（平成 30）年度 982 人 （↑） 56回 （↑） 

2019（令和元）年度 931 人 （↑） 87回 （↑） 

2020（令和 2）年度 406 人 （↓） 94回 （↑） 

①  来館者の拡大（※歴史民俗資料館の来館者）

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

加古川流域滝野歴史民俗資料館では、高瀬舟の模型やジオラマ、船道具、加古川

での漁法に関する資料などが展示されており、加古川について深く学ぶことができ

ます。子どもにも分かりやすく当時の暮らしぶりを知ることができる貴重な施設で、

多くの学習機会を提供し、本年度は大人266人、子ども140人、合計406人が

来館しました。 

今後の方向性 

加古川流域に関する資料だけでなく、埋蔵文化財資料等の展示も併せるなど、魅

力ある展示や普及活動、学校との連携を強化し、子どもたちの学習の場として提供

していきます。 

② 歴史・文化・自然に関する情報発信回数

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

加東市には、国宝(朝光寺本堂)１か所、重要文化財(上鴨川住吉神社本殿ほか)8 か

所、県指定文化財(秋津薬師堂ほか)18か所、市指定文化財(朝光寺仁王門ほか)69

か所、国登録文化財(光明寺本堂ほか)１6か所、計１１2か所の指定・登録文化財

があり、それらの保護をするとともに、普及啓発、情報発信を行いました。 

歴史・文化・自然などに関する行事等について、広報かとう・新聞（72回）や

ケーブルテレビ（22回）で紹介し、多くの市民に情報発信しました。 

また、加古川流域滝野歴史民俗資料館の展示物を40年振りにリニューアルし、

各方面に発信しました。

今後の方向性 

市内に存在する歴史・文化・自然などを再認識するとともに、地域の貴重な財産

として適切に保護し、継承・活用していくための調査を強化するとともに、その保

全に市民が積極的に参画できるよう、地域の伝統文化や情報を発信していきます。 

(4) 歴史・文化環境を取り込んだくらし 

(↑)        ･増      (→)   同 ･変化    (↓)         ･減    
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★取組実績

① 環境まちづくり会議の 

開催数※加東エコ隊活動回数等 

【単年度】

② 環境に関する講演会、

イベント等の開催回数 

【単年度】

③ 環境に関する広報等、

情報発信回数 

【単年度】

2011（平成 23）年度 
(基準年度) 

10 回 
基準年度との 

比較 
9回 

基準年度との 

比較 
7 回 

基準年度との 

比較 

2012（平成 24）年度 16 回 （↑） 10 回 （↑） 4 回 （↓） 

2013（平成 25）年度 17 回 （↑） 10 回 （↑） 11 回 （↑） 

2014（平成 26）年度 15 回 （↑） 12 回 （↑） 13 回 （↑） 

2015（平成 27）年度 19 回 （↑） 10 回 （↑） 11 回 （↑） 

2016（平成 28）年度 23 回 （↑） 16 回 （↑） 20回 （↑） 

2017（平成 29）年度 20 回 （↑） 15 回 （↑） 34回 （↑） 

2018（平成 30）年度 27 回 （↑） 13 回 （↑） 35回 （↑） 

2019（令和元）年度 32 回 （↑） 14 回 （↑） 27回 （↑） 

2020（令和２）年度 24 回 （↑） 13 回 （↑） 21回 （↑） 

①  環境まちづくり会議の開催数 

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

加東市を環境にやさしいまちにしようと、2011（平成23）年４月に結成され

た活動団体「加東エコ隊」は、環境基本計画づくりに携わった加東市環境市民会議

委員の有志の方々が集まり、積極的に啓発活動を展開しています。 

2020（令和2）年度は、グリーンカーテン普及活動をはじめとし、ゲストティ

ーチャーの紹介等の活動に取り組みました。 

今後の方向性 

市民の環境に対する意識を高め、地球温暖化対策の情報を発信するなど、「気付き」

を大切にした様々な普及啓発活動に積極的に取り組みます。また、環境施策の推進

や地域社会を築くために、市民や事業者、行政のパートナーシップによって相乗効

果をもたらします。 

＜加東エコ隊が、2020（令和 2）年度に取り組んだ主な内容＞ 

◇ 普及事業
苗 配布 育 方指導

152株 
52 枚 

  ◇環境学習 
里山 人    研修 

◇有機野菜 栽培
植 付 

(1) 市民・事業者・行政等の意識醸成、普及啓発の推進 

基本方針４：みんなで環境びとになるために互いに協働できるまち 
～意識啓発・学習等に関すること～ 

加
東
市
マ
ス
コ
ッ
ト

「加
東
伝
の
助
」

(↑)        ･増    
(→)   同 ･変化  
(↓)         ･減    
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◇かとう自然がっこう 
     ・川の巻（7月）は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止 

・森の巻(11 月)で、小学生が参加する里山保全事業に協力 

② 環境に関する講演会、イベント等の開催回数 

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

かとう自然がっこうやごみ・減量リサイクル懇談会、新たな取り組みとしてクー

ルチョイス事業など、市民や事業者が参加できるイベント等を開催し、市民の環境

意識をより高めることができました。 

今後の方向性 

環境関連イベントの開催、広報やケーブルテレビ、ホームページを活用した情報

発信や環境について学習する出前講座に重点を置くなど、子どもから大人までのあ

らゆる階層に対して、環境意識の高揚に繋がるよう取り組みます。 

◎かとう自然がっこう 森の巻(１１月) 

 かとう自然がっこう〝森の巻“では、加東市環境学習プロジェクトチーム・
生涯学習サポート兵庫・兵庫森林サポートセンター・加東エコ隊の皆さんに協
力いただき、間伐体験やクラフト作りを通じて森の自然に触れ、里山がもたらす
恵みを楽しみました。小学生やその保護者ら２６人が参加し、里山を手入れ
することの大切さを学びました。また、丸太切り体験では、はじめて自分で切った
丸太を嬉しそうに持ち帰る子どもたちの姿が見受けられました。自然の素材を
活用したクラフト体験では、お正月にぴったりのお正月飾りができあがりました。 

◎環境啓発活動 

加東エコ隊によるグリーンカーテンフォトコンテストでご応募いただいた写真の展示や農園での野菜の収穫祭
などを行い、ＣＯ 削減への啓発を行いました。農園収穫祭では、落花生やさつまいもなど、秋にぴったりの食
材を収穫しました。 
また、休耕田の活用についても考えるよい機会となりました。 
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◎エコ(ＥＣＯ)しましょうポスター募集・展示、グリーンカーテンフォトコンテスト展示 
(９月 １１月) 

（ＥＣＯ）          市内小学４ ６年生 対象 募集 加東市役所１階   
展示    ３１点 応募   緑化 温暖化対策等  関心 高       

加東  隊 主催 市民 施設  応募             写真 5２枚 展示 市民 啓
発    
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◎ごみ減量・リサイクル懇談会（７ ９月） 

◎クリーンキャンペーン（年２回） 

年２回、地区・自治会、各種団体、ＰＴＡ、事業者等が実施しているクリーン
キャンペーンの実施件数は 171 件、延べ 10,602 人が参加され、地域の美化推
進のための清掃活動が行われました 

◎環境出前講座 

幼い頃から環境について関心を持ってもらうため、さくら保育園 20 人、
鴨川保育園11人、たきの愛児園29人の園児に、紙芝居や参加型のご
み分別ゲームを盛り込み、環境学習を行いました。◯ クイズをでは、環境
に優しい行動について学び、環境に対する意識を高めました。 

③ 環境に関する広報等、情報発信回数 

2020（令和2） 

年度の取組状況 

ごみの減量化や資源物拠点回収のお知らせ、加東市役所地球温暖化対策実行計画

の取組結果の報告など、広報紙やケーブルテレビ、ホームページを活用し、市民や

事業者へ情報を発信しました。 

また、毎月放送するケーブルテレビの情報ボックス番組で、「生活環境課からのお

知らせ」を放送しました。 

今後の方向性 

環境関連イベントの開催、広報やケーブルテレビ、ホームページを活用した情報

発信や環境について学習する出前講座に重点を置くなど、子どもから大人までのあ

らゆる階層に対して、環境意識の高揚に繋がるよう取り組みます。 

ごみの分別について、より理解していただき、ごみの減量化及び資源化を向上させるための意識
啓発として、各地区で開催しました。 
令和 2 年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため実施方法を見直し、集会型が 6 地

区、資料配布型が88地区、番組視聴型が 7地区、ＤＶＤ放映型が 5地区の実施があり、ごみ
の分別意識を高めました。
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★取組実績

① 環境学習実施校数 

（小・中学校） 

【単年度】

② 環境イベント、環境学

習会等への参加者数 

【単年度】

2011（平成 23）年度 
(基準年度) 

12 校 
基準年度との 

比較 
10,407 人 

基準年度との 

比較 

2012（平成 24）年度 12 校 （→） 13,848 人 （↑） 

2013（平成 25）年度 12 校 （→） 14,653 人 （↑） 

2014（平成 26）年度 12 校 （→） 18,540 人 （↑） 

2015（平成 27）年度 12 校 （→） 17,623 人 （↑） 

2016（平成 28）年度 12 校 （→） 16,252 人 （↑） 

2017（平成 29）年度 12 校 （→） 16,396 人 （↑） 

2018（平成 30）年度 12 校 （→） 15,939 人 （↑） 

2019（令和元）年度 12 校 （→） 16,249 人 （↑） 

2020（令和 2）年度 12 校 （→） 11,182 人 （↑） 

①  市立小・中学校における環境学習の取組 

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

平池公園の水生植物やため池と東条川疏水、川や池の水質調査など、市域の特色

を生かした環境学習に取り組みました。また、ごみの分別・リサイクルなど、環境

に関する活動を実施しました。 

今後の方向性 
今後も地域の自然を活かし、地域の人々の協力を得ながら、五感を使って自然に

触れ合う体験型環境学習を積極的に実施します。 

② 環境イベント、環境学習等への参加者数 

2020（令和 2） 

年度の取組状況 

実施したイベントや学習会等は、広報やケーブルテレビ等で情報発信し、環境活

動の普及啓発に努めました。 

今後の方向性 

市民一人ひとりが環境について考え、配慮した生活や事業活動を行うことが大切

であり、次世代を担う子どもたちへ、環境保全に向けた取組の必要性を啓発するな

ど、認定こども園・保育所、学校で環境意識を高めるよう、市民、事業者、市が協

働で環境保全に向けた取組の必要性を啓発します。 

（２）環境学習の推進 
(↑)   増    
(→)   変化  
(↓)   減    

１年生…虫や魚・植物などの自然観察、アサガオなどの栽培、どんぐりや落ち葉を 

材料にした工作 など 

２年生…野菜の栽培や調理、虫や魚・植物などの自然観察 など 

３年生…川や池の環境、大豆などの栽培、昆虫の飼育、水生生物の調査、蓮の観察 など 

４年生…ごみの処理と利用、水の処理と環境、植物と環境、水生生物の調査 など 

５年生…田植えや稲刈り体験、海の環境、川や池の水質調査、台風と気象情報 など 

６年生…ため池について、生物や生活の環境 など

【小学校】

【中学校】 

１年生…植物のくらしとなかま 

２年生…地球の大気と天気の変化、身近な消費生活と環境、トライやる・ウィーク 

３年生…自然と人間、エネルギーの利用 
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■行動方針の重点取組

◇活動№１ 

「緑のカーテン普及大作戦」 

◇活動№２ 

「持ち歩こう、 

私のお気に入りマイバッグ」 

◇活動№３ 

「地球にやさしい 

エコドライブの普及」 

◇活動№４ 

「省エネ生活・事業活動への道」 

◇活動№５ 

「ごみを作らない努力と工夫 

～加東ゴミゼロ大作戦」

◇活動№６ 

「自動車から自転車へ 

～CO２排出削減に貢献する 

移動方法の普及」 

◇活動№７ 

「花と緑のまちづくりをしよう！ 

花と緑をもっと増やそう!!」

◇活動№８ 

「

環境保全向上プロジェクト」

◇活動№９ 

「地元の農産物を食べよう！ 

環境にやさしい 

地産地消プロジェクト」

◇活動№10 

「みんなで取り組む耕作放棄地 

有効利用プロジェクト」 

◇活動№11 

「人の関わりから育まれる 

地域の水辺環境」 

◇活動№12 

「みんなで進める環境学習」 

【地球環境】 

エコタウンづくりの推進 

【生活環境】 

３R活動の推進 

2011(H23) 2020(R2)年度

【意識啓発･学習等】 

環境学習・ 
教育の充実 

2011(H23) 2020(R2)年度 

【組織・体制】 
環境パートナーシップ 
(連携・協働)の推進

地
球
環
境
分
野
重
点
取
組

生
活
環
境
分
野
重
点
取
組

自
然
環
境
分
野
重
点
取
組

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
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３段階で評価しています。
   ★☆☆ ⇒ 悪化・減少 
   ★★☆ ⇒ 変化なし  
   ★★★ ⇒ 改善・増加 

地球温暖化対策の取組は、一人ひとりがちょっとした気遣いや、自分にできることから実
践することで、大きな力となり、大幅なCO2の削減に繋がります。加東市でも環境にやさし
い低炭素なまちへの取組として、省エネルギーや創エネルギー設備導入へ積極的に支援する
とともに、公共施設の低炭素化、交通を通じたまち全体の低炭素化に取り組んでいます。 

取組目標 
2011(平成23)

年度 
（基準値） 

2017(平成29)
年度 

2018(平成30) 
年度 

2019(令和元) 
年度 

2020（令和2）
年度 

（現況値） 

2020(令和2) 
年度 

（目標値） 

評価 
(前年値からの変化)

達成率 

①エコハウス 
設備設置数 

(累計)

86 件 586 件 638 件 688 件 739 件 750 件 ★★★ 98.4％ 

②エコドライブ 
周知数

18,000

人
9,000人 25,800 人 24,200 人 15,366 人 25,000 人 ★☆☆ 61.5％ 

③環境家計簿 
モニター数 

(累計)

0 世帯 141世帯 228 世帯 289 世帯 350 世帯 300 世帯 ★★★ 116.7％ 

【取組状況】 

事業名等 2020(令和 2)年度の取組状況 今後の方向性 

①エコハウス設
備の設置 

51件の申請があり、累計で739件の設置

となり、順調に目標値に近づいています。51

件のうち、45 件がエコキュート設置による

申請でした。 

家庭からの CO2排出削減のため、
引き続き補助を続けて行きます。補助
設備に偏りがあるため、環境性能の高
い他の対象設備についても、情報提供
等による導入促進をしていきます。 

②エコドライブ
の周知    

クールチョイスイベントで、電気自動車を
展示するなどエコドライブへの意識高揚や低
公害車への転換・導入の情報を提供しました。 

加東市の家庭から排出される CO2
のうち、自動車によるものの割合は
41％と高く、今後もイベント等でエ
コドライブ、エコカーに関する普及啓
発を図っていきます。 

③環境家計簿の
モニター 

2020(令和2)年度は、エコハウス設備設置
補助金申請49世帯、うちエコ診断12世帯、
合計 61 世帯が受診され、累計では 350 世
帯の受診となりました。家庭のエネルギー使
用状況の「見える化」、各家庭に合わせた省エ
ネ対策の個別アドバイスにより、平均約
1.5t-CO2、約 20％の大きなCO2排出削減と
なりました。 

エコハウス設備設置補助金申請世
帯以外の家庭についても、うちエコ診
断の受診を促し、家庭からのCO2排
出防止の取組が広がるよう、イベント
等での市民への周知徹底を図ります。 

地球環境

重点プロジェクトの進捗状況 
加
東
市
マ
ス
コ
ッ
ト

「
加
東
伝
の
助
」



- 29 - 

３段階で評価しています。
   ★☆☆ ⇒ 悪化・減少 
   ★★☆ ⇒ 変化なし  
   ★★★ ⇒ 改善・増加 

ごみの減量やリサイクルを推進し、循環型活動スタイルを確立するため、各地区（自治会）
での「ごみ減量・リサイクル懇談会」の実施や資源ごみ集団回収の奨励等を行っています。ま
た、ごみ袋を有料化し、分別回収やリサイクルの普及啓発にも取り組んでいます。市民に対す
る啓発活動や市民がリサイクル活動等に参加しやすい体制づくり、日頃からリサイクルに取り
組む環境づくりなどを通して、市民のごみに対する意識を更に向上させていくことが重要です。 
今後は、「ごみ減量・リサイクル懇談会」の内容充実や実施の広報活動の工夫など、参加者の
増加に向けた取組を進めるとともに、資源ごみ集団回収の新規実施団体の開拓に取り組み、よ
り多くの市民がリサイクル活動に参加しやすい仕組みづくりを進めます。 

【取組状況】 

取組目標 
2011(平成23) 

年度 
（基準値） 

2017(平成29)
年度 

2018(平成30)
年度 

2019(令和元)
年度 

2020（令和2）
年度 

（現況値） 

2020(令和2) 
年度 

（目標値） 

評価 
(前年値からの変化)

達成率 

①資源ごみ集団回
収実施団体数 22団体 30 団体 30 団体 30 団体 20 団体 39 団体 ★☆☆ 51.3％

②資源ごみ集団
回収実施回数 48 回 56 回 56 回 54 回 32 回 65 回 ★☆☆ 49.2％

③資源ごみ集団
回収量 1,250 t 723ｔ 707ｔ 664ｔ 369t 1,000 t ★☆☆ 36.9％

④ごみ減量・リ
サイクル懇談
会への参加者
数 

1,629 人 1,433人 1,790人 1,411人 149 人 1,792人 ★☆☆ 2.0％

事業名等 2020(令和 2)年度の取組状況 今後の方向性 

①資源ごみ集団回
収実施団体数

2020(令和2)年度の資源ごみ集団回収の実施団体数

と回数は、20 団体により 32 回実施され、回収量は

369ｔでした。 

2020（令和2）年度の総資源化量及びリサイクル率

は、集団回収量の減量に伴って年々減少しています。 

要因としては、新型コロナウイルス感染症の影響で資

源ごみ集団回収が実施できないことが主な原因と考え

られますが、他にも電子媒体の普及により雑誌等の紙媒

体を購入する人が減ったことやリサイクル業者が設置

している無料回収ボックスの利用が増えていることが

考えられます。 

集団回収実施団体には、奨励金として年 3 回以内は

4円／㎏、年4回以上は5円／㎏と固定額３，０００

円/回を交付しました。 

資源ごみ集団回収を奨励することでリ

サイクルへの関心度を高めます。また、

資源ごみ集団回収の利用促進のため、新

規実施団体の開拓に取り組みます。 

②資源ごみ集団
回収実施回数 

③資源ごみ集団
回収量 

④ごみ減量・リ
サイクル懇談
会への参加者
数 

家庭から排出されるごみの分別収集を一層理解して

いただくため、ごみ減量・リサイクル懇談会を実施しま

した。2020（令和2）年度は実施方法を見直したうえ、

全地区を対象に実施し、ごみの減量化と再資源化の意識

啓発に取り組みました。 

ごみ減量・リサイクル懇談会を継続す

ることにより、市民のごみの分別に対す

る意識向上、ごみ出しのモラルを醸成し

ます。 

生活環境
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３段階で評価しています。
   ★☆☆ ⇒ 悪化・減少 
   ★★☆ ⇒ 変化なし  
   ★★★ ⇒ 改善・増加 

本計画の将来像を実現するためには、市民一人ひとりが環境について考え、環境に配慮し
た生活様式や事業活動を主体的に行うことが大切です。
 そのためには、自然の仕組みや人と環境との関わりについて理解が深められるよう、学校、
職場、地域などのさまざまな場所において、環境教育・環境学習の機会の充実を図ることが
必要です。加東市では、環境に関する情報を積極的に収集・整理し、あらゆる機会や場所、
メディアを活用して、市民や事業者へ提供するよう努め、各主体が一体となって環境保全活
動に取り組むまちづくりを推進します。 

取組目標 
2011(平成23)

年度 
（基準値） 

2017(平成29)
年度 

2018(平成30)
年度 

2019(令和元)
年度 

2020（令和2）
年度 

（現況値） 

2020(令和2) 
年度 

（目標値） 

評価 
(前年値からの変化)

達成率 

①かとう自然 
がっこう参加
者数

24 人 66 人 58 人 62 人 26 人 100 人 ★☆☆ 26.0％ 

②出前講座 
参加者数 130 人 350 人 286 人 274 人 60 人 600 人 ★☆☆ 10.0％ 

③環境イベント、
学習会等への 

参加者
10,407 人 16,396 人 15,939 人 16,249 人 11,182 人 20,000 人 ★☆☆ 55.9％ 

④エコ隊年間 
活動回数 10 回 20 回 27 回 32 回 24 回 20 回 ★☆☆ 120.0％ 

【取組状況】 

事業名等 2020(令和 2)年度の取組状況 今後の方向性 

かとう自然 
がっこう参加 
者数 

川の巻は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため中止しました。 
森の巻では、加東市環境学習プロジェクト
チーム・生涯学習サポート兵庫・兵庫森林サ
ポートセンター・加東エコ隊の皆さんの協力
により、間伐体験やクラフト体験を通じて森
の自然に触れ、里山がもたらす恵みを体感し
ました。クラフト体験では冬にぴったりのお
正月飾りができあがりました。

イベントの実績をケーブルテレビ
やホームページ等で広く市民に周知
します。また、関係機関に呼びかけ、
より多くの市民に参加してもらえる
体制を整えます。 

②出前講座 
参加者数 

幼い頃から環境について関心を持ってもら
うため、認定こども園・保育園の園児に、紙
芝居や参加型のごみ分別・◯ クイズを盛り
込んで説明しました。 

引き続き、学校や認定こども園等に
おける出前講座を実施し、環境学習の
機会の充実を図ります。 

③環境イベント、
学習会等への 
参加者数

広報紙やケーブルテレビ等で情報発信し、
環境活動の普及啓発に努めました。今年はコ
ロナウイルス感染症の拡大防止のため、規模
を縮小してイベントを開催しました。 

市民、事業者、行政が協働で環境保
全に向けた取組の必要性を意識する
ため、より一層広報紙やＨＰ等を用い
た情報発信を充実させ、イベントの周
知に努めます。 

④エコ隊年間 
活動回数 

環境基本計画の総合的な推進を図るため、
環境学習、グリーンカーテンの普及活動、休
耕田での有機野菜の栽培など、環境保全に取
り組みました。 

引き続き、環境保全についての自発
的な取組を、事務、広報面等でサポー
トし、協働による計画推進を図りま
す。 
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３段階で評価しています。
   ★☆☆ ⇒ 悪化・減少 
   ★★☆ ⇒ 変化なし  
★★★ ⇒ 改善・増加

持続可能な地域社会の実現に向けて、パートナーシップの取組を強化することにより、効果
的な環境保全活動を推進します。 
そのためには、各主体が環境に関する情報を積極的に発信し、共有するとともに、各々が主
体的に活動できる環境づくりを推進することが必要不可欠であり、一人ひとりの環境問題に対
する行動と意識の向上を図り、パートナーが一体となって取り組むことが必要です。 

取組目標 
2011(平成23)
年度 

（基準値） 

2017(平成29) 
年度 

2018(平成30) 
年度 

2019(令和元) 
年度 

2020（令和2）
年度 

（現況値） 

2020(令和2) 
年度 

（目標値） 

評価 
(前年値からの変化)

達成率 

①環境パートナー 
シップ協定締結 
事業者数（累計）

1 事業者 10 事業者 10 事業者 10 事業者 11 事業者 20 事業者 ★★★ 55.0％

【取組状況】

事業名等 2020(令和 2)年度の取組状況 今後の方向性 

①環境パートナー 
シップ協定締結 
事業者数（累計）

2020（令和2）年度は新たに1事業者と 
協定を締結しました。締結した事業者、団体
等で構成される環境パートナーシップ倶楽部
において、新型コロナウイルス感染症感染拡
大に伴い、会議等が実施できない中で情報共
有の一手段として、かとう環境パートナーシ
ップ通信を発行しました。 

良好な環境の創造、保全には様々な
主体の参画が不可欠です。 
市内企業への、協定締結に向けた呼
びかけを続けつつ、活動の充実を目指
します。 
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《計画の推進体制》 
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《進行管理システム》 

計画の進行管理は、『ＰＤＣＡサイクル』を遂行します。ＰＤＣＡとは、「Ｐｌａｎ（計画）」、「Ｄ
ｏ（実施）」、「Ｃｈｅｃｋ（点検・評価）」、「Ａｃｔｉｏｎ（見直し）」のことで、ＰＤＣＡを繰り返
し、各種施策及び事務事業の実施における問題を把握し、解決・改善しながら将来像の実現を目指
します。 

①事務事業概要・事業目標の作成 
当年度に行う取組について、前年度に庁内環境
推進会議と環境市民評価委員会がその内容と目標
を取りまとめます。 

④計画の見直し 
取組の点検及び評価結果（年
次報告）をもとに、本計画全体
の進捗状況を確認し、次年度の
取組に反映させます。当年度の
事業結果は市と環境市民評価委
員会が取りまとめ、公表します。 

②施策・事務事業・ 
プロジェクトの実施 
パートナーシップを基本

として、環境に配慮した施

策・事務事業及びプロジェク

トを実施します。 

③実施内容の点検・評価、年次報告の作成 
計画や評価基準に照らし合わせて、点検・評価を
実施し、その結果を年次報告として作成します。
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